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特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の一部変更について 新旧対照表（案）

○ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成26年10月14日閣議決定）

（傍線部分は改正部分）

変 更 案 現 行

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施
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４ 通報窓口の設置と処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 ４ 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正

に関する通報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(1) 通報の処理の枠組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 (1) 通報の処理の枠組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(2) 通報の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 (2) 通報の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(3) 通報者の保護等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 (3) 通報者の保護等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

５ 特定秘密保護法第18条第２項に規定する者及び国会への報告・・・・・37 ５ 特定秘密保護法第18条第２項に規定する者及び国会への報告・・・・・37

(1) 内閣総理大臣への報告等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 (1) 内閣総理大臣への報告等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

(2) 特定秘密保護法第18条第２項に規定する者への報告・・・・・・・・38 (2) 特定秘密保護法第18条第２項に規定する者への報告・・・・・・・・38

(3) 国会への報告及び公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 (3) 国会への報告及び公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

６ その他の遵守すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 ６ その他の遵守すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

Ⅵ 本運用基準の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Ⅵ 本運用基準の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

Ⅶ 本運用基準の施行日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Ⅶ 本運用基準の施行日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

【別添様式】 【別添様式】

別添１ 適性評価の実施に当たってのお知らせ（告知書） ・・・・・41 別添１ 適性評価の実施に当たってのお知らせ（告知書） ・・・・・40

別添２-１ 適性評価の実施についての同意書 ・・・・・・・・・・・・50 別添２-１ 適性評価の実施についての同意書 ・・・・・・・・・・・・49

別添２-２ 公務所又は公私の団体への照会等についての同意書 ・・・・51 別添２-２ 公務所又は公私の団体への照会等についての同意書 ・・・・50

別添３ 適性評価の実施についての不同意書 ・・・・・・・・・・・52 別添３ 適性評価の実施についての不同意書 ・・・・・・・・・・・51

別添４ 適性評価の実施についての同意の取下書 ・・・・・・・・・53 別添４ 適性評価の実施についての同意の取下書 ・・・・・・・・・52

別添５ 質問票（適性評価） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 別添５ 質問票（適性評価） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

別添６ 調査票（適性評価） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 別添６ 調査票（適性評価） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

別添７ 適性評価のための照会書 ・・・・・・・・・・・・・・・・87 別添７ 適性評価のための照会書 ・・・・・・・・・・・・・・・・86

別添８ 適性評価実施担当者証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・88 別添８ 適性評価実施担当者証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・87

別添９-１ 適性評価結果等通知書（本人用） ・・・・・・・・・・・・89 別添９-１ 適性評価結果等通知書（本人用） ・・・・・・・・・・・・88

別添９-２ 適性評価結果等通知書（適合事業者用） ・・・・・・・・・92 別添９-２ 適性評価結果等通知書（適合事業者用） ・・・・・・・・・91
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別添10 特定秘密の保護に関する誓約書 ・・・・・・・・・・・・・94 別添10 特定秘密の保護に関する誓約書 ・・・・・・・・・・・・・93

別添11 苦情処理結果通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 別添11 苦情処理結果通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施

に関し統一的な運用を図るための基準 に関し統一的な運用を図るための基準

Ⅰ 基本的な考え方 Ⅰ 基本的な考え方

１ （略） １ （略）

２ 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項 ２ 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項

(1) （略） (1) （略）

(2) 公文書管理法及び情報公開法の適正な運用 (2) 公文書管理法及び情報公開法の適正な運用

行政文書（公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下 行政文書（公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下

「公文書管理法」という。）第２条第４項に規定する行政文書をいう。以 「公文書管理法」という。）第２条第４項に規定する行政文書をいう。以

下同じ。）は、公文書管理法に基づき管理され、また、行政機関の保有す 下同じ。）は、公文書管理法に基づき管理され、また、行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。以下「情報公開法」 る情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。以下「情報公開法」

という。）に基づく開示請求がされた場合には、情報公開法第５条各号に という。）に基づく開示請求がされた場合には、情報公開法第５条各号に

掲げる不開示情報を除き、開示されることとなる。 掲げる不開示情報を除き、開示されることとなる。

特定秘密である情報を記録する行政文書も、公文書管理法及び情報公 特定秘密である情報を記録する行政文書も、公文書管理法及び情報公

開法が当然適用される。すなわち、特定秘密である情報を記録する行政 開法が当然適用される。すなわち、特定秘密である情報を記録する行政

文書についても、指定が解除され、又は指定の有効期間が満了し、当該 文書についても、指定が解除され、又は指定の有効期間が満了し、当該

行政文書の保存期間が満了した場合に、歴史公文書等（公文書管理法第 行政文書の保存期間が満了した場合に、歴史公文書等（公文書管理法第

２条第６項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。）に該当するもの ２条第６項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。）に該当するもの

は、国立公文書館等に移管されることとなる。当該行政文書を廃棄しよ は、国立公文書館等に移管されることとなる。また、何人も、情報公開

うとするときには、内閣府独立公文書管理監による検証・監察において 法に定めるところにより、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を

廃棄が妥当と認められるとともに、内閣総理大臣の同意を得ることが必 記録する行政文書の開示を請求することができ、開示請求を受けた行政

要となる。また、何人も、情報公開法に定めるところにより、行政機関 機関の長は、情報公開法に基づき、開示・不開示の決定を行うこととな

の長に対し、特定秘密である情報を記録する行政文書の開示を請求する る。特定秘密に係る部分は、特定秘密に指定される情報の性質上、情報

ことができ、開示請求を受けた行政機関の長は、情報公開法に基づき、 公開法第５条に規定する不開示情報の一部に該当するものと解されるが、

開示・不開示の決定を行うこととなる。特定秘密に係る部分は、特定秘 実際に開示・不開示の決定を行う際には、当該部分が情報公開法上の不

密に指定される情報の性質上、情報公開法第５条各号に掲げる不開示情 開示情報に該当するか否かについて厳格に判断する必要がある。

報の一部に該当するものと解されるが、実際に開示・不開示の決定を行 なお、当該特定秘密に係る部分について不開示決定がなされた場合で

う際には、当該部分が情報公開法上の不開示情報に該当するか否か あって、当該不開示決定について不服申立てがなされたときは、行政機

について厳格に判断する必要がある。 関の長の諮問に応じ、情報公開・個人情報保護審査会等（以下単に「審

なお、当該特定秘密に係る部分について不開示決定がなされた場合で 査会等」という。）が当該不開示決定の適否を調査審議することと



- 6 -

あって、当該不開示決定について不服申立てがなされたときは、行政機 なる。この場合において、審査会等は、必要があると認めるときは、

関の長の諮問に応じ、情報公開・個人情報保護審査会等（以下単に「審 情報公開・個人情報保護審査会設置法（平成15年法律第60号）第９条第

査会等」という。）が当該不開示決定の適否を調査審議することとなる。 １項（会計検査院法（昭和22年法律第73号）第19条の４において読み替

この場合において、審査会等は、必要があると認めるときは、情報公開 えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、当該行政機関の長に対し、

・個人情報保護審査会設置法（平成15年法律第60号）第９条第１項（会 当該不開示決定に係る行政文書の提示を求めることができ、提示を求め

計検査院法（昭和22年法律第73号）第19条の４において読み替えて準用 られた当該行政機関の長は、特定秘密保護法第10条第１項第３号又は第

する場合を含む。）の規定に基づき、当該行政機関の長に対し、当該不開 ４号の規定に基づき、審査会等に特定秘密を提供することとなる。そし

示決定に係る行政文書の提示を求めることができ、提示を求められた当 て、審査会等による調査審議の結果、行政機関の長が当該特定秘密に係

該行政機関の長は、特定秘密保護法第10条第１項第３号又は第４号の規 る部分を開示する際は、その指定を解除することとなる。

定に基づき、審査会等に特定秘密を提供することとなる。そして、審査 特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者は、

会等による調査審議の結果、全部又は一部開示すべきとの答申がなされ、 これらの点について十分に理解した上で、特定秘密保護法だけではなく、

これを受けた行政機関の長が当該特定秘密に係る部分を開示する際は、 公文書管理法及び情報公開法についても各規定の内容を正確に理解して

その指定を解除することとなる。 その適正な運用を徹底し、国民に対する説明責務を全うしなければなら

都道府県警察が保有する特定秘密である情報を記録する文書について ない。

は、公文書管理法及び情報公開法の趣旨にのっとり、各都道府県の定め

る関係規定に従い、取り扱われることとなる。

特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者は、

これらの点について十分に理解した上で、特定秘密保護法だけではなく、

公文書管理法及び情報公開法についても各規定の内容を正確に理解して

その適正な運用を徹底し、国民に対する説明責務を全うしなければなら

ない。

３ 特定秘密を取り扱う者等の責務 ３ 特定秘密を取り扱う者等の責務

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) 特定秘密を取り扱う者は、それを取り扱うことができない者が知得し、 （新規）

又は誤って取り扱うことのないよう注意するものとする。

(5) （略） (4) （略)

Ⅱ 特定秘密の指定等 Ⅱ 特定秘密の指定等

１ 指定の要件 １ 指定の要件

（略） （略）

(1) （略） (1) （略）

(2) 非公知性 (2) 非公知性

非公知性の判断は、現に不特定多数の人に知られていないか否かによ 非公知性の判断は、現に不特定多数の人に知られていないか否かによ

り行うものとする。当該情報と同一性を有する情報が報道機関、外国の り行うものとする。当該情報と同一性を有する情報が報道機関、外国の

政府その他の者により公表されていると認められる場合には、たとえ我 政府その他の者により公表されていると認定する場合には、たとえ我が
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が国の政府により公表されていなくても、本要件を満たさない。なお、 国の政府により公表されていなくても、本要件を満たさない。なお、実

その判断は、実際に当該情報を知っている者の範囲等を勘案して個別具 際の判断に当たっては、当該情報の内容に応じ、これを知る必要がある

体的に行うものとする。 者、実際にこれを知っている者、当該時点までの当該情報の管理の状態

等の要素を勘案して個別具体的に行うものとする。

(3) （略） (3) （略）

(4) 特に遵守すべき事項 (4) 特に遵守すべき事項

特定秘密を指定するに当たって、行政機関の長は、以下の点を遵守し 特定秘密を指定するに当たって、行政機関の長は、以下の点を遵守し

なければならない。 なければならない。

ア （略） ア （略）

イ 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和６年法律第27 （新規）

号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。）第２条第４項に定

める重要経済基盤保護情報に該当する情報のうち、(1)に示した事項の

細目に該当し、(2)の非公知性の要件も満たすものであって、(3)の特

段の秘匿の必要性の要件に照らし、その漏えいが我が国の安全保障に

著しい支障を与えるおそれがあるものについては、同法第３条第１項

に規定する重要経済安保情報ではなく特定秘密として指定すること。

ウ （略） イ （略）

エ 国民に対する説明責任を怠ることのないよう、指定する情報の範囲 ウ 国民に対する説明責任を怠ることのないよう、指定する情報の範囲

を明確にするとともに、特定秘密である情報の特段の秘匿に支障のな が明確になるよう努めること。

い範囲内で当該特定秘密の概要を分かりやすく記述するよう努めるこ

と。

オ （略） エ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定手続 ３ 指定手続

(1) （略） (1) （略）

(2) 行政機関の長は、指定する際には、書面又は電磁的記録により、当該指 (2) 行政機関の長は、指定する際には、書面又は電磁的記録により、当該指

定に係る情報を他の情報と区別することができるよう、その概要を具体 定に係る情報を他の情報と区別することができるように具体的に記述す

的に記述するとともに、当該情報の指定の理由（以下「指定の理由」と るとともに、当該情報の指定の理由（以下「指定の理由」という。）を記

いう。）を記すものとする。この場合において、当該指定に係る情報の記 すものとする。この場合において、当該指定に係る情報の記述（以下「対

述（以下「対象情報の記述」という。）は、これを特定秘密として取り扱 象情報の記述」という。）は、これを特定秘密として取り扱うことを要し

うことを要しないように記さなければならない。また、指定の理由の中 ないように記さなければならない。また、指定の理由の中には、当該情

には、当該情報が指定の要件を満たしていると判断する理由を明記する 報が指定の要件を満たしていると判断する理由を明記することとする。

こととする。

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略）

４～７ （略） ４～７ （略）
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Ⅲ 特定秘密の指定の有効期限の満了、延長、解除等 Ⅲ 特定秘密の指定の有効期限の満了、延長、解除等

（略） （略）

Ⅳ 適性評価の実施 Ⅳ 適性評価の実施

１・２ （略） １・２ （略）

３ 評価対象者の選定 ３ 評価対象者の選定

(1) 名簿の提出 (1) 名簿の提出

ア 特定秘密管理者は、当該行政機関の職員として特定秘密の取扱いの業 ア 特定秘密管理者は、当該行政機関の職員として特定秘密の取扱いの業

務を行わせるために適性評価を実施する必要があると認めるときは、 務を行わせるために適性評価を実施する必要があると認めるときは、

その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名、特定秘密保護法第1 その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名、特定秘密保護法第1

2条第１項各号のうち該当する号、同項第３号に該当する場合には該当 2条第１項各号のうち該当する号、同項第３号に該当する場合には該当

すると認める理由その他評価対象者の選定に当たって参考となる事項 すると認める理由その他評価対象者の選定に当たって参考となる事項

を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを適性評価実施責任者に を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを適性評価実施責任者に

提出する。 提出する。

なお、評価対象者の選定に当たっては、執務環境を含む業務の実情

を踏まえ、特定秘密の取扱いの業務を行わせる必要性の有無を的確に

判断するとともに、人事異動等に伴う適性評価の要否やその行政機関

において実施された直近の適性評価において特定秘密の取扱いの業務

を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められる旨の通知があ

った日から５年を経過していないことを漏れなく確認するものとする。

イ～エ （略） イ～エ （略）

(2)・(3) （略） (2)・(3) (略)

４ （略） ４ （略）

５ 調査の実施 ５ 調査の実施

(1)・(2) (略) (1)・(2) （略）

(3) 人事管理情報等による確認 (3) 人事管理情報等による確認

適性評価実施担当者は、質問票に記載又は記録された事項等について 適性評価実施担当者は、質問票に記載又は記録された事項等について

誤りがないかどうかなどを確認するため、当該行政機関内の部署、適合 疑問点が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、当該行政機関

事業者、過去に評価対象者を雇用していた事業者等に対し、職歴、懲戒 内の部署、適合事業者、過去に評価対象者を雇用していた事業者等に対

の経歴、情報の取扱いに係る非違の経歴その他の人事管理業務等を通じ し、評価対象者に関する情報（以下「人事管理情報等」という。）の報告

て得られた評価対象者に関する必要な情報の報告を求めるものとする。 を求めることができる。

(4) 公務所又は公私の団体に対する照会 (4) 評価対象者に対する面接等

ア 適性評価実施担当者は、質問票に記載又は記録された事項等につい 適性評価実施担当者は、質問票に記載又は記録された事項等について

て誤りがないかどうかなどを確認するため、公務所又は公私の団体に 疑問点が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、評価対象者本
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照会して、海外に居住し、又は渡航した経歴、犯罪の経歴、信用状態 人に対する面接を実施する。この場合において、評価対象者本人である

その他の事項について必要な報告を求めるものとする。 ことを確認するため必要があるときは、身分証明書の提示を求めること

イ 特に、行政機関以外への照会については、相手方の業務上の負担に ができる。

十分配意し、効率的な方法により行うよう努めるものとする。 また、評価対象者に質問した事項を確認するなどの必要があるときは、

ウ 照会に当たっては、別添７の「適性評価のための照会書」（当該照会 評価対象者に資料の提出を求めることができる。

書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「照会書」と

いう。）を照会先に交付することにより行うものとする。ただし、照会

先において照会書の交付を要しないとした場合は、この限りでない。

エ 照会先の求めがあったときは、評価対象者が提出した別添２－２の

「公務所又は公私の団体への照会等についての同意書」の写しを提示

し、又は交付するものとする。

(5) 評価対象者に対する面接等 (5) 公務所又は公私の団体に対する照会

適性評価実施担当者は、質問票に記載又は記録された事項等について ア 適性評価実施担当者は、評価対象者について保有し、又は調査によ

誤りがないかどうかなどを確認するため、評価対象者本人に対する面接 り収集した情報のみによっては質問票に記載又は記録された事項等に

を実施するものとする。この面接は、勤務地が遠隔地にあるなどの事情 ついて疑問点が解消されず、これを確認するなどの必要があるときは、

があるときは、評価対象者の負担軽減のため、通信の方法（映像及び音 公務所又は公私の団体に照会して必要な報告を求めるものとする。特

声により相手の状態を相互に認識しながら行うものに限る。）により実施 に、行政機関以外への照会については、調査のための補完的な措置と

して差し支えない。面接に際し、評価対象者本人であることを確認する して、必要最小限となるようにしなければならない。

ため必要があるときは、身分証明書の提示を求めることができる。 イ 照会に当たっては、別添７の「適性評価のための照会書」（当該照会

また、評価対象者に質問した事項を確認するなどの必要があるときは、 書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「照会書」と

評価対象者に資料の提出を求めることができる。 いう。）を照会先に交付することにより行うものとする。ただし、照会

先において照会書の交付を要しないとした場合は、この限りでない。

ウ 照会先の求めがあったときは、評価対象者が提出した別添２－２の

「公務所又は公私の団体への照会等についての同意書」の写しを提示

し、又は交付するものとする。

(6) 留意事項 (6) 留意事項

ア 調査は、質問票及び調査票に記載又は記録された事項について、疑問 ア 調査は、質問票及び調査票に記載又は記録された事項について、必

点、矛盾点その他の事実を明らかにすべき事項がないかどうか確認し、 要に応じ、人事管理情報等と照合するとともに、評価対象者に面接を

必要な裏付け調査を尽くした上で、評価対象者に対する面接を効果的 実施するなどして、疑問点、矛盾点その他の事実を明らかにすべき事

に実施することで、特定秘密を漏らすおそれがないかどうかについて 項がないかどうか確認することを基本とし、これにより疑問点が解消

的確に判断するよう努めなければならない。ただし、調査を適切に実 されない場合等に、公務所等への照会を行うものとする。ただし、調

施するため必要があるときは、これらの手続の順序を入れ替えて実施 査を適切に実施するため必要があるときは、これらの手続の順序を入

することを妨げない。 れ替えて実施することを妨げない。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）
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６・７ （略） ６・７ （略）

８ 苦情の申出とその処理 ８ 苦情の申出とその処理

(1) （略） (1) （略）

(2) 苦情の申出 (2) 苦情の申出

苦情の申出は、評価対象者が、その氏名、生年月日、所属する部署、 苦情の申出は、適性評価の結果の通知を受けた評価対象者が、その氏

役職名及び連絡先並びに具体的な苦情の内容を明らかにし、苦情受理窓 名、生年月日、所属する部署、役職名及び連絡先並びに具体的な苦情の

口に提出することにより行うものとする。 内容を明らかにし、苦情受理窓口に提出することにより行うものとする。

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略）

(5) 留意事項等 (5) 留意事項等

ア （略） ア （略）

イ 特定秘密保護法第14条第１項に規定する苦情の申出は、適性評価の イ 特定秘密保護法第14条第１項に規定する苦情の申出は、適性評価の

結果、調査方法など、評価対象者について実施された適性評価につい 結果、調査方法など、評価対象者について実施された適性評価について、

て、当該評価対象者が行うことができる。評価対象者が適性評価の実 当該評価対象者が行うことができる。適性評価に関し質問又は照会を受

施に同意しなかったことや同意を取り下げたことにより不利益な取扱 けた者など評価対象者以外の者からの適性評価に関する苦情について

いを受けたことなどについての当該評価対象者からの苦情のほか、適 は、特定秘密保護法第14条に規定する苦情には当たらないが、苦情受理

性評価に関し質問又は照会を受けた者など評価対象者以外の者からの 窓口においてこれを受理し、苦情処理手続に準じて、これを誠実に処理

適性評価に関する苦情については、特定秘密保護法第14条に規定する するものとする。

苦情には当たらないが、苦情受理窓口においてこれを受理し、苦情処

理手続に準じて、これを誠実に処理するものとする。

９ 適性評価実施後の措置 ９ 適性評価実施後の措置

(1) 行政機関の職員が特定秘密保護法第12条第１項第３号に該当する可能性 (1) 行政機関の職員が特定秘密保護法第12条第１項第３号に該当する可能性

がある場合の措置 がある場合の措置

ア 特定秘密の取扱いの業務を行う行政機関の職員の上司等は、当該職 ア 特定秘密の取扱いの業務を行う行政機関の職員の上司等は、当該職

員について以下の事情があると認めた場合には、速やかにこれを当該 員について以下の事情があると認めた場合には、速やかにこれを当該

職員が取扱いの業務を行う特定秘密に係る特定秘密管理者に報告する 職員が取扱いの業務を行う特定秘密に係る特定秘密管理者に報告する

ものとする。なお、特定秘密管理者は、当該職員に関し特定秘密保護 ものとする。

法第12条第１項第３号の事情を上司等が遅滞なく把握できるよう、当

該上司等に対し、当該職員との面談の機会等を活用して、当該職員に

ついて以下の事情が生じていないか年１回以上確認させるものとする。

(ｱ)～(ｹ) （略） (ｱ)～(ｹ) （略）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

(2) 適合事業者の従業者が特定秘密保護法第12条第１項第３号に該当する可 (2) 適合事業者の従業者が特定秘密保護法第12条第１項第３号に該当する可

能性がある場合の措置 能性がある場合の措置

ア 行政機関の長は、以下に掲げる事項について、契約で定めるものと ア 行政機関の長は、以下に掲げる事項について、契約で定めるものと

する。 する。
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(ｱ) 特定秘密保護法第５条第４項又は第８条第１項に規定する契約に (ｱ) 特定秘密保護法第５条第４項又は第８条第１項に規定する契約に

基づき特定秘密を保有し又は提供される適合事業者は、当該契約に 基づき特定秘密を保有し又は提供される適合事業者は、当該契約に

より特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について(1)アの事情があ より特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について(1)アの事情があ

ると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当 ると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当

該特定秘密に係る特定秘密管理者に報告すること。また、当該従業 該特定秘密に係る特定秘密管理者に報告すること。

者との面談の機会等を活用して、当該従業者について(1)アの事情が

生じていないか年１回以上確認すること。

(ｲ)～(ｴ) （略） (ｲ)～(ｴ) （略）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

10 適性評価に関する個人情報等の管理 10 適性評価に関する個人情報等の管理

(1) （略） (1) （略）

(2) 行政機関における個人情報等の管理 (2) 行政機関における個人情報等の管理

ア （略） ア （略）

イ 適性評価に関する文書等に含まれる個人情報の管理については、個 イ 適性評価に関する文書等に含まれる個人情報の管理については、行

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び同法第66条の 政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）

規定に基づき各行政機関が定める個人情報の適切な管理のための規程 及び同法第６条の規定に基づき各行政機関が定める個人情報の適切な

による。また、個人情報を保護するための情報セキュリティ対策につ 管理のための規程による。また、個人情報を保護するための情報セキ

いては、サイバーセキュリティ戦略本部等が定める「政府機関等のサ ュリティ対策については、サイバーセキュリティ戦略本部等が定める

イバーセキュリティ対策のための統一基準群」に基づき、適切に行う。 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に基づき、

適切に行う。

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略）

11 （略） 11 （略）

12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力 12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力

(1) 相互協力

関係行政機関の長は、評価対象者についての照会があった場合に必要 関係行政機関の長は、評価対象者についての照会があった場合に必要な

な事項の報告を行うなど、適性評価の実施のために相互に協力するもの 事項の報告を行い、また、出向又は併任（以下「出向等」という。）により

とする。 他の行政機関において勤務することとなった職員の適性評価の実施に当たっ

(2) 過去に実施した適性評価の過程で得られた情報の提供等 て必要な情報提供を行うなど、適性評価の実施のために相互に協力するもの

ア 他の行政機関で適性評価を受けたことがある職員又は適合事業者の とする。関係行政機関の長による相互協力により、出向等先の適性評価を実

従業者の適性評価を実施する行政機関の長は、当該他の行政機関の長 施する行政機関の長が、出向等元の行政機関の長に対し、出向等により特定

に対し、過去に実施した適性評価の際に記載又は記録された質問票や 秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった職員に係る

調査票、これらに係る回答内容その他の過去に実施した適性評価の過 過去に実施した適性評価の際に記載又は記録された質問票や調査票、これら

程で得た情報の提供を求めることにより、評価対象者の負担軽減を図 に係る回答内容その他の過去に実施した適性評価の過程で得た情報の提供を

りつつ、新たな適性評価を効率的かつ効果的に実施するよう努めるも 求める場合には、出向等先の適性評価を実施する行政機関の長において、評
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のとする。 価対象者からあらかじめ上記４(2)アの同意書の提出を受けるものとする。

イ 重要経済安保情報保護活用法の規定に基づく適性評価を受けたこと なお、行政機関の長は、適性評価の判断に当たって、関係行政機関の長

がある者について、特定秘密保護法の規定に基づく適性評価を実施す が過去に実施した適性評価の過程で得た情報を活用することができるが、自

る場合も、アに倣うものとする。 らの事務として適切に調査を行った上で、上記６に基づき、総合的に判断す

ウ 行政機関の長は、適性評価の判断に当たって、関係行政機関の長が るものとする。

過去に実施した適性評価の過程で得た情報を活用することができるが、 また、行政機関の長は、他の行政機関の職員及び他の行政機関が契約す

自らの事務として適切に調査を行った上で、６に基づき、総合的に判 る適合事業者の従業者についての適性評価の調査を代行してはならない。

断するものとする。その際、行政機関の長は、他の行政機関の職員及

び他の行政機関が契約する適合事業者の従業者についての適性評価の

調査を代行してはならない。

13 （略） 13 （略）

Ⅴ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するため Ⅴ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するため

の措置等 の措置等

１～３ （略） １～３ （略）

４ 通報窓口の設置と処理 ４ 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正

に関する通報

(1) 通報の処理の枠組み (1) 通報の処理の枠組み

内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業 内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業

務を行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第４条第５項、第 務を行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第４条第５項、第

９条、第10条若しくは第18条第４項後段の規定により提供された特定秘 ９条、第10条若しくは第18条第４項後段の規定により提供された特定秘

密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した 密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した

者（以下「取扱業務者等」という。）が、特定秘密の指定及びその解除又 者（以下「取扱業務者等」という。）が、特定秘密の指定及びその解除又

は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われて は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われて

いないと思料する場合に行う通報を受け付け、処理するため、窓口（以 いないと思料する場合に行う通報を受け付け、処理するため、窓口（以

下「通報窓口」という。）を設置し、公表するものとする。通報窓口にお 下「通報窓口」という。）を設置し、公表するものとする。

いては、当該通報に限らず、特定秘密の漏えい、各行政機関が定める保

護措置に係る違反行為その他の特定秘密保護法、施行令、本運用基準及

び関連規程に違反する行為（以下「違反行為」という。）に関する通報を

広く受け付けるものとする。ただし、内閣府独立公文書管理監が設置す

る通報窓口においては、内閣府本府組織令第３条の２第１号イに掲げる

事務に係る通報に限り受け付けるものとする。

(2) 通報の処理 (2) 通報の処理

ア 行政機関に対する通報 ア 行政機関に対する通報

(ｱ) 取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書 (ｱ) 取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書
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ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないこと ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思

その他の違反行為があると思料するときは、当該違反行為に係る行 料するときは、当該特定秘密の指定及びその解除又は当該特定行政

政機関の通報窓口に対し、その旨の通報をすることができる。この 文書ファイル等の管理に係る行政機関の通報窓口に対し、その旨の

場合において、取扱業務者等は、特定秘密指定管理簿に記載又は記 通報をすることができる。この場合において、取扱業務者等は、特

録された特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号を用い 定秘密指定管理簿に記載又は記録された特定秘密の概要や特定秘密

るなどし、通報行為が特定秘密の漏えいに当たらないよう注意しな が記録された文書の番号を用いるなどし、特定秘密を漏らしてはな

ければならない。 らない。

(ｲ)・(ｳ) （略） (ｲ)・(ｳ) （略）

(ｴ) 行政機関の長は、調査の結果、特定秘密の指定及びその解除又は (ｴ) 行政機関の長は、調査の結果、特定秘密の指定及びその解除又は

特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われ 特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われ

ていないことその他の違反行為が明らかになったときは、速やかに ていないことが明らかになったときは、速やかに当該指定の解除、

当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他 当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の適切な措置を講

の適切な措置を講ずるものとする。 ずるものとする。

(ｵ) （略） (ｵ) （略）

(ｶ) 行政機関の長は、通報を処理したときは、その内容を内閣府独立 (ｶ) 行政機関の長は、通報を処理したときは、その内容を内閣府独立

公文書管理監に報告するものとする。ただし、内閣府本府組織令第 公文書管理監に報告するものとする。

３条の２第１号イに掲げる事務に係るものに限る。

イ 内閣府独立公文書管理監に対する通報 イ 内閣府独立公文書管理監に対する通報

(ｱ) 取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書 (ｱ) 取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書

ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないこと ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思

その他の違反行為があると思料するときは、内閣府独立公文書管理 料するときは、内閣府独立公文書管理監の通報窓口に対し、その旨

監の通報窓口に対し、その旨の通報をすることができる。この場合 の通報をすることができる。この場合において、取扱業務者等は、

において、取扱業務者等は、特定秘密指定管理簿に記載又は記録さ 特定秘密指定管理簿に記載又は記録された特定秘密の概要や特定秘

れた特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号を用いるな 密が記録された文書の番号を用いるなどし、特定秘密を漏らしては

どし、通報行為が特定秘密の漏えいに当たらないよう注意しなけれ ならない。

ばならない。

(ｲ)・(ｳ) （略） (ｲ)・(ｳ) （略）

(ｴ) 通報の受理に関し、内閣府独立公文書管理監は、必要があると認 (ｴ) 通報を受理した内閣府独立公文書管理監は、必要があると認める

めるときは、関係する行政機関の長に対し、特定秘密である情報を ときは、(ｲ)の通知に係る行政機関の長に対し、特定秘密である情報

含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をすることがで を含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をすることが

きる。 できる。

(ｵ)・(ｶ) （略） (ｵ)・(ｶ) （略）

(ｷ) 内閣府独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除又は特 (ｷ) 内閣府独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除又は特

定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われて 定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われて

いないことその他の違反行為があると認めるときは、当該特定秘密 いないと認めるときは、当該特定秘密の指定及びその解除をし、又
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の指定及びその解除をし、又は特定行政文書ファイル等を保有する は特定行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該指

行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル 定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の是正

等の適正な管理その他の是正等を求めるものとする。 を求めるものとする。

(ｸ)・(ｹ) （略） (ｸ)・(ｹ) （略）

(3) （略） (3) （略）

５ （略） ５ （略）

６ その他の遵守すべき事項 ６ その他の遵守すべき事項

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) 行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業務に従事する当該行政機関の職 (4) 行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業務に従事する当該行政機関の職

員に対し、特定秘密である情報を記録する行政文書の管理等を適正かつ 員に対し、特定秘密である情報を記録する行政文書の管理等を適正かつ

効果的に行うために必要な特定秘密保護法、公文書管理法及び情報公開 効果的に行うために必要な特定秘密保護法、公文書管理法及び情報公開

法等に関する知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研 法等に関する知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研

修を行うものとする。また、職員の保全意識の高揚を図るため、職員に 修を行うものとする。

対する特定秘密の保護に関する教育において、これまでに発生した不適

正事案やそれを踏まえた教訓事項等についても詳細に教示し、より一層

効果的なものとなるよう実施の時期や方法を工夫するなど、その充実強

化を図るものとする。

(5) 行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業務の適正を確保するため、当該 （新規）

業務に対する検査について、定期的なものと臨時的なものを効果的に組

み合わせて実施するほか、検査する項目についても対象とする業務の実

態を踏まえて随時見直すなど、その実効性の向上を図るものとする。

(6) 行政機関の長は、適合事業者の選定に際し、指定をした特定秘密を適合 （新規）

事業者に保有させ、又は提供することができるのは、当該適合事業者に

保有させ、又は提供しなければ当該行政機関の所掌事務の遂行が立ちゆ

かないような、いわば非代替性が認められる場合に限定されるという特

定秘密保護法の趣旨に留意するものとする。

(7) （略） (5) （略）

(8) 行政機関の長は、特定秘密の漏えいその他著しく不適正な取扱いをした （新規）

事実があると認めるときは、事案の概要、発生の原因、再発防止のため

講じようとする対策その他必要な事項を審査会に早期に報告するものと

する。調査に長期間を要する見込みであるなど早期の報告が困難な事情

がある場合においては、適時に中間報告を行うよう努めなければならな

い。

Ⅵ 本運用基準の見直し Ⅵ 本運用基準の見直し
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（略） （略）

Ⅶ 本運用基準の施行日 Ⅶ 本運用基準の施行日

（略） （略）
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